
発信日：令和４年（2022年）２月28日（月）

つくば市記者会 御中

□取材依頼 ■周知依頼 □募集告知 □その他

発信元：つくば市 議会事務局 議会総務課

全１枚

つくば市議会は、令和４年２月28日の本会議において「ロシアによるウクライナ
侵攻に断固抗議する決議」を、全会一致で可決しました。
なお、提出者は、小野泰宏議員ほか９名です。

「ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議」
を全会一致で可決しました

ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議

ロシアによるウクライナへの侵攻は、国際社会の平和と安全を著しく損う、断じ
て容認することのできない暴挙であり、ウクライナに拠点を持つ日本企業をはじ
め、現地在留邦人は、緊迫した状況の中、安否確認の対応に追われるなど厳しい状
況に置かれている。

このような力を背景とした一方的な現状変更への試みは、明白な国際法違反であ
り、国際秩序の根幹を揺るがすもので、断じて看過できない。

権力者の暴挙によって、多くの方の命が奪われる事態は、いずれの国、地域に
あっても断じてあってはならないことであり、つくば市議会は厳重に抗議するもの
である。

政府においては、現地在留邦人の安全確保に努めるとともに、国際社会と緊密に
連携しつつ、毅然たる態度でロシアに対する制裁措置の徹底及び強化を図り、無条
件でのロシア軍の完全撤退を求めるべきである。

以上、決議する。
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